
第３号議案

中野区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

上記の議案を提出します。

令和２年（２０２０年）１月２４日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

国民の祝日に関する法律の改正等に伴い規定を整備するとともに、

栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭等の設置について規定する

必要がある。



中野区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

中野区立学校の管理運営に関する規則（昭和５３年中野区教育委員

会規則第６号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号及び第２号イ並びに第３条の２第１項第１号及

び第２号イ中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。

第６条の２第６項中「学校」を「小中学校」に改め、同条に次の１

項を加える。

７ 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副

校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の

栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

第６条の５の見出しを「（主任教諭等）」に改め、同条に次の１項

を加える。

３ 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職

として、主任栄養教諭を置くことができる。

附則に次の１項を加える。

３ 令和２年度における第３条第１項第１号及び第２号並びに第３条

の２第１項第１号及び第２号の規定の適用については、第３条第１項

第１号ア中「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定するスポーツの日（以下「スポーツの日」という。）」とある

のは「１０月１１日」と、同号イ中「スポーツの日の翌日」とあるの

は「１０月１２日」と、同項第２号イ中「スポーツの日の前々日から

スポーツの日までの日」とあるのは「１０月１０日及び同月１１日」

と、第３条の２第１項第１号ア中「スポーツの日」とあるのは「１０

月１１日」と、同号イ中「スポーツの日の翌日」とあるのは「１０月

１２日」と、同項第２号イ中「スポーツの日の前々日からスポーツの

日までの日」とあるのは「１０月１０日及び同月１１日」とする。

附 則



この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３条第１

項第１号及び第２号、第３条の２第１項第１号及び第２号並びに第６

条の２第６項の改正規定並びに附則に１項を加える改正規定は、公布

の日から施行する。



令和２年（２０２０年）１月２４日
教 育 委 員 会 資 料
教 育 委 員 会 事 務 局 指 導 室

中野区立学校の管理運営に関する規則の一部改正について

１ 主な改正の趣旨

国民の祝日に関する法律の改正に伴い、国民の祝日である「体育の日」の名称

が「スポーツの日」に改められたことにより、規定整備を行う。

また、令和２年度に限り、「スポーツの日」が７月２４日となることから、小

中学校の学期及び休業日について特例を設ける。

さらに、今般、東京都において、栄養教諭の人材育成及び各地区における食育

推進体制の更なる強化を図るため、栄養教諭の上位職を設置する運びとなったた

め、当該職を学校に置くことができることについて定める。

２ 主な改正内容

⑴ 「体育の日」を「スポーツの日」に改める。

【第３条第１項及び第３条の２第１項関係】

⑵ 令和２年度に限り、以下のとおり小中学校の学期及び休業日の特例を設ける。

【附則第３項関係】

⑶ 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主

任栄養教諭を置くことができることとする。

【第６条の５第３項関係】

⑷ 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、

命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理を

つかさどる主幹教諭を置くことができることとする。

【第６条の２第７項関係】

※ 詳細は、新旧対照表のとおり。

３ 施行期日

令和２年４月１日。ただし、上記２の⑴及び⑵については公布の日。

令和２年度 通常

学期

前期
４月１日から

１０月１１日まで

４月１日から

スポーツの日まで

後期
１０月１２日から

翌年の３月３１日まで

スポーツの日の翌日から

翌年の３月３１日まで

休業日 秋季休業日
１０月１０日及び

同月１１日

スポーツの日の前々日から

スポーツの日までの日



中野区立学校の管理運営に関する規則新旧対照表

改正案 現行

第１章 総則 （略） 第１章 総則 （略）

第２章 小学校及び中学校 第２章 小学校及び中学校

（学期及び休業日） （学期及び休業日）

第３条 小学校における学校教育法施行令（昭和２

８年政令第３４０号）第２９条の規定に基づく学

期及び休業日（以下「学期及び休業日」という。）

は、次のとおりとする。

第３条 小学校における学校教育法施行令（昭和２

８年政令第３４０号）第２９条の規定に基づく学

期及び休業日（以下「学期及び休業日」という。）

は、次のとおりとする。

⑴ 学期 ⑴ 学期

ア 前期 ４月１日から国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

るスポーツの日（以下「スポーツの日」とい

う。）まで

ア 前期 ４月１日から国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る体育の日（以下「体育の日」という。）ま

で

イ 後期 スポーツの日の翌日から翌年の３

月３１日まで

イ 後期 体育の日の翌日から翌年の３月３

１日まで

⑵ 休業日 ⑵ 休業日

ア （略） ア （略）

イ 秋季休業日 スポーツの日の前々日から

スポーツの日までの日

イ 秋季休業日 体育の日の前々日から体育

の日までの日

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

２ （略） ２ （略）

第３条の２ 中学校における学期及び休業日は、次

のとおりとする。

第３条の２ 中学校における学期及び休業日は、次

のとおりとする。

⑴ 学期 ⑴ 学期

ア 前期 ４月１日からスポーツの日まで ア 前期 ４月１日から体育の日まで

イ 後期 スポーツの日の翌日から翌年の３

月３１日まで

イ 後期 体育の日の翌日から翌年の３月３

１日まで

⑵ 休業日 ⑵ 休業日

ア （略） ア （略）

イ 秋季休業日 スポーツの日の前々日から

スポーツの日までの日

イ 秋季休業日 体育の日の前々日から体育

の日までの日

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

２ （略） ２ （略）

第３条の３～第６条 （略） 第３条の３～第６条 （略）

（主幹教諭） （主幹教諭）

第６条の２ 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、

特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないこ

とができる。

第６条の２ 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、

特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないこ

とができる。

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 小中学校の実情に照らし必要があると認める ６ 学校の実情に照らし必要があると認めるとき



ときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務

の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつ

かさどる主幹教諭を置くことができる。

は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一

部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさ

どる主幹教諭を置くことができる。

７ 小中学校の実情に照らし必要があると認める

ときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務

の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指

導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことが

できる。

第６条の３・第６条の４ （略） 第６条の３・第６条の４ （略）

（主任教諭等） （主任教諭及び主任養護教諭）

第６条の５ 小中学校に、特に高度の知識又は経験

を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くこ

とができる。

第６条の５ 小中学校に、特に高度の知識又は経験

を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くこ

とができる。

２ （略） ２ （略）

３ 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要と

する栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くこ

とができる。

第７条～第２１条 （略） 第７条～第２１条 （略）

第３章 幼稚園 第３章 幼稚園

第２２条～第２４条 （略） 第２２条～第２４条 （略）

第４章 雑則 （略） 第４章 雑則 （略）

附 則 附 則

１・２ （略）

３ 令和２年度における第３条第１項第１号及び第

２号並びに第３条の２第１項第１号及び第２号の

規定の適用については、第３条第１項第１号ア中

「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定するスポーツの日（以下「スポー

ツの日」という。）」とあるのは「１０月１１日」

と、同号イ中「スポーツの日の翌日」とあるのは

「１０月１２日」と、同項第２号イ中「スポーツ

の日の前々日からスポーツの日までの日」とある

のは「１０月１０日及び同月１１日」と、第３条

の２第１項第１号ア中「スポーツの日」とあるの

は「１０月１１日」と、同号イ中「スポーツの日

の翌日」とあるのは「１０月１２日」と、同項第

２号イ中「スポーツの日の前々日からスポーツの

日までの日」とあるのは「１０月１０日及び同月

１１日」とする。

別表 （略） 別表 （略）

第１号様式～第３号様式 （略） 第１号様式～第３号様式 （略）



【参考 附則第３項による読み替え】

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。た

だし、第３条第１項第１号及び第２号、第３条の２

第１項第１号及び第２号並びに第６条の２第６項の

改正規定並びに附則に１項を加える改正規定は、公

布の日から施行する。

読み替え後 読み替え前

（学期及び休業日） （学期及び休業日）

第３条 小学校における学校教育法施行令（昭和２

８年政令第３４０号）第２９条の規定に基づく学

期及び休業日（以下「学期及び休業日」という。）

は、次のとおりとする。

第３条 小学校における学校教育法施行令（昭和２

８年政令第３４０号）第２９条の規定に基づく学

期及び休業日（以下「学期及び休業日」という。）

は、次のとおりとする。

⑴ 学期 ⑴ 学期

ア 前期 ４月１日から１０月１１日まで ア 前期 ４月１日から国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

るスポーツの日（以下「スポーツの日」とい

う。）まで

イ 後期 １０月１２日から翌年の３月３１

日まで

イ 後期 スポーツの日の翌日から翌年の３

月３１日まで

⑵ 休業日 ⑵ 休業日

ア （略） ア （略）

イ 秋季休業日 １０月１０日及び同月１１

日

イ 秋季休業日 スポーツの日の前々日から

スポーツの日までの日

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

２ （略） ２ （略）

第３条の２ 中学校における学期及び休業日は、次

のとおりとする。

第３条の２ 中学校における学期及び休業日は、次

のとおりとする。

⑴ 学期 ⑴ 学期

ア 前期 ４月１日から１０月１１日まで ア 前期 ４月１日からスポーツの日まで

イ 後期 １０月１２日から翌年の３月３１

日まで

イ 後期 スポーツの日の翌日から翌年の３

月３１日まで

⑵ 休業日 ⑵ 休業日

ア （略） ア （略）

イ 秋季休業日 １０月１０日及び同月１１

日

イ 秋季休業日 スポーツの日の前々日から

スポーツの日までの日

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

２ （略） ２ （略）


